
桑名市狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年12月24日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市規則第47号 

桑名市狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則 

桑名市狂犬病予防法施行細則（平成16年桑名市規則第112号）の一部を次のように改正する。 

本則に次の２条を加える。 

（犬のマイクロチップ除去届出） 

第８条 省令第16条の３の規定によるマイクロチップの除去の届出は、犬のマイクロチップ除去届出

書（様式第８号）によるものとする。 

（鑑札の提出） 

第９条 省令第16条の４の規定による鑑札の提出は、犬の鑑札提出届出書（様式第９号）によるもの

とする。 

様式第７号の次に次の２様式を加える。 





 
  



附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 


